
町民憩の家使用料 

料金種別
改定前使用料 改定後使用料

町内 町外 町内 町外

入館料

小人（小学生以下） 100 円 150 円 無料 無料
中学生 200 円 300 円 100 円 100 円

大人 ( 高校生から 64 歳まで ) 200 円 300 円 300 円 400 円

高齢者 (65 歳以上 ) 100 円 300 円 200 円 400 円

使用料 多目的室（１時間） 500 円 600 円

問 福祉課 地域福祉係　☎ 286-3115

学校体育施設使用料 

改定前使用料
施設種別 時間 使用料 照明料

体育館

午前８時 30 分～正午まで

300 円 １時間につき 100 円正午～午後５時まで

午後５時～午後 10 時まで

運動場
午前

300 円 ―
午後

問 学校教育課 学校教育係　☎ 286-3307

　改定前は、中学生が利用する際には「大

人」の料金が適用されていましたが、今

回「中学生」の枠が新設され、料金も低

く設定されています。小学生以下の「小人」については無

料となりました。その他の種別は値上がりします。

改定後使用料
施設種別 時間 使用料 照明料

体育館 1 時間当たり 100 円 １時間につき 100 円

運動場 1 時間当たり 100 円 ―

　どちらの施設についても、時間帯を区

切って使用料を300円としていましたが、

改定後はどちらの使用料も１時間当たり

100 円となりました。

　なお、体育館の使用料および照明料は、バレーボール

コート１面当たりの料金となります。

改定後使用料（それぞれ１時間当たり、町外者の利用は倍額）
施設種別 講堂 研修室 和室 調理室

飯野分館

100 円
100 円

50 円
150 円

福田分館 50 円 ―

津森分館 ― 50 円

改定前使用料
施設種別 昼間 夜間

公民館分館
（飯野 / 福田 / 津森）

300 円 500 円

公民館分館使用料 問 生涯学習課 生涯学習係　☎ 286-3337

 改定内容

 改定内容

 改定内容
　公民館分館について、昼・夜と区分け

をして料金を設定していましたが、改定

後は、それぞれの分館内の施設ごとに細

かく分け、１時間ごとに料金が設定されました。
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